
　地方公務員法の一部改正に伴い、平成１７年度から人事行政の

公平性・透明性の確保を目的として、「人事行政の運営等の状況」

を公表することが義務付けられました。

  恵庭市におきましては、職員の給与の状況などの勤務条件や服務・

研修の状況などをみなさんに公表しています。

　　《問合せ先》　職員課（電話３３－３１３１内線２２２４）

【　目　次　】

１　職員の任免及び職員数に関する状況報告書

２　職員の人事評価の状況報告書

３　職員の給与の状況報告書

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況報告書

５　職員の休業に関する状況報告書

６　職員の分限及び懲戒処分の状況報告書

７　職員の服務の状況報告書

８　職員の退職管理の状況報告書

９　職員の研修の状況報告書

10　職員の福祉及び利益の保護の状況報告書

11　勤務条件に関する措置の要求の状況報告書

12　不利益処分に関する審査請求の状況報告書

人事行政の運営等の状況



様式第１号（第２条関係）

大学 短大 高校 その他

7 1 3 0 0 11

6 0 4 0 0 10

0 0 0 0 0 0

1 4 0 0 0 5

14 5 7 0 0 26

※消防職２名は令和6年10月1日及び11月1日採用

10

4

0

4

18

定年 早期 勧奨 普通 分限 懲戒

事務職 3 1 6 0 10

技術職 1 3 0 4

労務職 1 0 1

1 1 4 0 6

6 1 1 13 0 0 0 21

備　考　　表中に掲げる用語の意義は、次のとおりである。

　　　　　　（１）定年退職　地方公務員法第28条の２第１項及び同法第28条の３第１項の規定による退職

　　　　　　（２）早期退職　一定の年齢又は勤続年数以上の者の応募認定による定年前の早期退職

　　　　　　（３）普通退職　自己都合による退職

　　　　　　（４）分限免職　地方公務員法第28条第３項の規定による免職

　　　　　　（５）懲戒免職　地方公務員法第29条の規定による免職

　　　　　　（６）失職　　　　地方公務員法第28条第４項の規定による失職

0

※技術職には土木技師・建築技師のほかに保育士、保健師を含む。

消防職 1 3

4

短時間勤務

合計

2

小計

一般
行政職

事務職 1 9

14

技術職 2

事務職

労務職

労務職

消防職

区分

0

（単位：人）

技術職

退職

１．職員の任免及び職員数に関する状況報告書

一般
行政職

合計

２　再任用職員の採用状況（令和7年4月1日） （単位：人）

失職

常時勤務

１　採用の状況（令和7年4月1日） （単位：人）

区分
競争試験（学歴別）

選考採用 小計

※技術職には土木技師・建築技師のほかに保育士、保健師を含む。

※技術職には土木技師・建築技師のほかに保育士、保健師を含む。

一般
行政職

消防職

合計

３　退職等の状況（6年度）

小計
免職



４　職員数の状況

区分 対前年

部門 6年度 7年度 増減数

議会 4 4 0

総務企画 122 126 4

税務 25 25 0

民生 79 80 1

衛生 30 31 1

労働 2 2 0

農林水産 15 15 0

商工 13 13 0

土木 39 43 4

小計 329 339 10

教育 39 37 -2

消防 105 104 -1

小計 144 141 -3

水道 14 15 1

下水道 11 11 0

その他 25 23 -2

小計 50 49 -1

523 529 6

備　考　　職員数は、一般職に属する数値であり、地方公務員の身分を保有する

　　　　　休職者、派遣職員等を含む。

　　元年度 　　2年度 　　3年度 　　4年度 　　5年度 　　6年度 　　7年度

533 530 529 530 525 523 529

0 -3 -1 1 -5 -2 6

（各年度4月1日現在　　単位：人）

備考
職員数

特別行政
部門

一般行政
部門

公営企業
等

対前年増減

５　定員管理の状況（各年4月1日）

総職員数

総合計



様式第２号（第２条関係）
人事行政の運営等の状況

備　考　　地方公務員法第２３条の２の規定に基づき、任命権者が行う人事評価の状況である。

２．職員の人事評価の状況報告書

能力評価及び業績評価
（目標管理）

管理職による二段階評価
　　　・給与（昇給、勤勉手当）
　　　・昇任、分限
　　　・人材育成

評価の方法 評価者 評価結果の活用



様式第３号（第２条関係）

38,053,945 1,519,448 4,758,164

千円 千円 千円

給料 職員手当 期末勤勉 計（Ｂ）

1,844,782 387,551 761,629 2,993,962

千円 千円 千円 千円

10～15 15～20 20～25

大学卒 220,000 294,900 333,000 365,700 325,300 40.8

高校卒 188,000 260,300 318,600 340,900 302,400 37.8

大学卒 220,000 303,332 347,635 380,306 329,432 40.5

高校卒 188,000 264,048 294,202 328,530 341,511 45.4

区分 1級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

52.38歳

平均給料
（月額）

216,959円 249,414円 283,299円 345,175円 386,607円

21人 9人

402,638円

69人

440,444円

54人

平均給料
月額（円）

区分

国

経験年数（以上～未満、単位：円）

12.5%

備　考　　１　人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。

初任給
（円）

区分
一人当りの給与費

（Ｂ／Ａ）

12.8%

令和6年度

　　　　　　２　実質収支とは、歳入額から歳出額と翌年度繰越額を差し引いた額である。

３．職員の給与の状況報告書

住民基本台帳人口
（令和6年1月1日）

人件費
（Ｂ）

歳出額
（Ａ）

実質収支
人件費比率

（Ｂ／Ａ）

前年度の
人件費
比率

１　人件費の状況（普通会計決算／6年度）

給与費職員数
（Ａ）

6,212

千円

70,354

備　考　　１　職員手当には退職手当を含まない。

３　初任給等の状況（令和6年4月1日）

２　一般職の給与費の状況（普通会計予算／7年度）

482人

　　　　　　２　給与費は当初予算に計上された額である。

平均年齢 22.89歳 28.47歳

学歴別

当該年度

33.95歳 44.51歳

４　級別職員数等の状況（令和7年4月1日）

職員数 27人 37人

平均年齢
（歳）

56.46歳 58.6歳

113人



６月 １２月

2.3 2.3

2.3 2.3

2.3 2.3

2.3 2.3

2.3 2.3

2.3 2.3

教育長

議長

副議長

議員 355,000

606,000

440,000

385,000

５　特別職の報酬等の状況（6年度末）

区分
月額
（円）

期末手当（月分）

845,000

707,000

市長

副市長



【通勤距離２キロ以上に限る】

・上記以外の場合

【６月期】

　子：10,000円/人、その他：6,500円/人

　満16歳の年度初めから満22歳の年度
末　までの子1人につき5,000円を加算。

同じ

住居手当

・勤続25年：33.27075月分

・交通機関等を利用する場合6ヵ月定期
券等の価格による一括支給を基本とし、
55,000円/月を限度に支給

　通勤距離に応じて、31,600円を限度に
支給

同じ

同じ

・期末手当：1.25月分

管理職手当

・部長職：77,400円

・次長職：62,300円（35,000円）

・課長職：49,600円（28,000円）

・勤勉手当：1.05月分

通勤手当

退職手当

【自己都合退職】

・勤続20年：19.6695月分

・勤続25年：28.0395月分

期末・勤勉手当

・期末手当：1.25月分

・勤勉手当：1.05月分

【１２月期】

坑内作業手当、航空手当、有
害物取扱手当など２７種類

・勤続35年：47.709月分

※最高限度額：47.709月分

同じ

・勤続35年：39.7575月分

※最高限度額：47.709月分

【早期・定年退職】

・勤続20年：24.586875月分

手当名 内容

寒冷地手当

１１月～３月（５か月間月額支給）

・その他の世帯主である職員：14,500円

・その他の職員：9,800円

扶養手当

・配偶者：6,500円　

・扶養親族（配偶者を除く）

時間外勤務手当

国の制度との比較

６ 　諸手当の状況（令和6年度）

特殊な勤務に従事する職員に支給します

・扶養親族のある職員：26,000円

正規の勤務時間を超えて勤務した職員
に支給します

特殊勤務手当

・借家等の場合（家賃16,000円を超える
職員に限る）家賃の額に応じて28,000円
を限度に支給

同じ

同じ



35年 39.7575月分 47.709月分

勤続年数 早期・定年退職 備　　　考自己都合退職

20年

７　退職手当の支給割合

最高限度 47.709月分 47.709月分

25年 28.0395月分 33.27075月分

19.6695月分 24.586875月分



様式第４号（第２条関係）

始業 終業 休憩時間 休息時間 週休日

備　考　各日数は、令和５年１月１日から１２月３１日までの全期間在職した職員の合計である。

妻が出産する場合５日以内 65日/18人

年５日以内 0日/0人

リフレッシュ休暇 年２日以内 858日/442人

ボランティア休暇

夏季休暇 ６月～１０月までの期間内に３日以内 1459日/489人

子の看護休暇 子１人につき５日以内、最大１０日以内

短期介護休暇 介護を要するもの１人につき５日以内、最大１０日以内 14日/3人

513日/126人

男性職員の育児参加

出産補助休暇 ３日以内 47日/17人

住居滅失休暇 その都度必要と認められる期間（7日以内） 0日/0人

育児時間 １日２回各１時間以内 7日/2人

妊娠職員の通院休暇 その都度必要と認められる期間 18日/5人

47日/10人

出産休暇 産前産後各８週間（多胎妊娠の場合は１４週間） 782日/10人

父母等の祭日休暇 職員１人につき年１回

結婚休暇 連続した５日以内 67日/15人

忌引休暇 １日～１０日の範囲内（親族の範囲による） 156日/67人

10日/10人

生理休暇

18,821日 7,299日 489人 14.93日/人

備　考　使用実績は、令和6年1月1日から12月31日までの期間のものである。

３　特別休暇（有給）の状況
使用実績休暇の種類 休暇の概要

その都度必要と認められる期間（３日以内）

総付与日数 総取得日数 全期間在職職員数
一人当りの

平均取得日数

時間
38:45

時分
8:45

時分
17:15

分
0:45

備　考　　表中の時間数等は、代表的な勤務時間である。

２　年次有給休暇の状況

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況報告書

１　勤務時間の状況（6年度末）

１週間の
勤務時間

勤務時間等の割振り

土曜日
日曜日



4　時間外勤務等の状況（6年度）

48,703 419 116

総時間数（A） 職員数（B） A／Ｂ



様式第５号（第２条関係）

１　育児休業等の取得者数

（単位：人）

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

6 14 20 0 6 6 0 0 0

２　その他の休業

（単位：人）

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0

５．職員の休業に関する状況報告書

6年度取得者数

高齢者部分休業 修学部分休業 配偶者同行休業

6年度取得者数

育児休業 部分休業 育児短時間勤務



様式第６号（第２条関係）

６．職員の分限及び懲戒処分の状況報告書

0 0

小計

0

1

0

1

0 0

0 1合計

0 0

0 1

全体の奉仕者たるに
ふさわしくない非行

第29条第１項第３号

0

0 0 0 0

戒告 減給 停職 免職

0

処分事由 地方公務員法

法令違反 第29条第１項第１号

　　職務上の義務
　　違反職務の怠り

第29条第１項第２号

0

２　懲戒処分の状況 （単位：人）

0 0 10 10

0

0

0

00 0

10

0 0 0

要綱第２  ９

降任

失職

失職の例外

免職 休職

0 0 10

0

合計

要綱第２  １０

（地方公務員法）
第28条第４項

条例第６条第１項

心身の故障

適格性を欠く

定数の改廃等

刑事事件での起訴

条例第２条第２項

条例第２条第３項

処分事由

0

（単位：人）

勤務成績不良

１　分限処分の状況

恵庭市職員の分限に関する条例及
び職員の分限及び懲戒に関する事
務取扱要綱

条例第２条第１項

小計

0



様式第７号（第２条関係）

申請件数 承認件数

申請件数 許可件数区分

営利企業等の従事許可に関する許可申請 5件

職務に専念する義務の特例に関する承認申請 10件 10件

７．職員の服務の状況報告書

区分

5件

１　職務に専念する義務の特例に関する承認の状況

２　営利企業等の従事許可に関する許可の状況



（人）

再任用職員 嘱託員等 外郭団体等 民間企業等

部 長 級 1 0 0 0 1 1

次 長 級 0 0 0 0 0 0

課 長 級 0 0 0 0 0 0

備　考　　上記の対象者は、「恵庭市職員の退職管理に関する条例」第３条に基づき、市が公表して
　　　　 いる退職者（課長級以上の職で退職した者）に係る再就職状況である。

様式第８号（第２条関係）

８．職員の退職管理の状況報告書

再就職の状況（6年度）

退職時職位 退職者数
再就職先 再就職者

合計



様式第９号（第２条関係）

対象者数 実施回数 修了者数

39 6 39

15 1 15

13 1 13

14 1 14

14 1 14

15 1 15

6 1 6

2 1 2

5 2 5

7 1 7

14 1 14

12 1 12

8 1 8

15 1 15

9 1 9

15 1 15

113 1 113

12 1 12

38 1 38

9 1 9

9 1 9

11 5 11

接遇研修
民間の研修機関等外部講師を招いた
庁内研修

ハラスメント防止研修
民間の研修機関等外部講師を招いた
庁内研修

コミュニケーション研修

クレーム対応力研修
民間の研修機関等外部講師を招いた
北広島、江別市との合同研修

９．職員の研修の状況報告書

職員採用2年目研修 外部講師・職員を講師とした内部研修

ＯＪＴトレーナー研修

プレゼンテーション研修

職員を講師とした内部研修

民間の研修機関等外部講師を招いた
庁内研修

民間の研修機関等外部講師を招いた庁
内研修

職員を講師とした内部研修

江別市、北広島市と三市合同で研修を行
い、研修テーマは主幹地で決定（5年度は
北広島市）

先進都市等派遣研修 他の自治体への視察研修

人事評価評価者研修

民間の研修機関等外部講師を招いた
庁内研修

職員が発表者となり担当職務等をテーマ
にプレゼンを行う

新規採用職員研修

ＪＳＴ研修

職員採用10年目研修 職員を講師とした2日間の内部研修

JST指導者養成基本コース研修を修了し
た職員を講師とした3日間の内部研修

民間の研修機関等外部講師を招いた
千歳市との合同研修

職員を講師とした庁舎内での内部研修

管理職マネジメント研修

職員採用3年目研修

民間の研修機関等外部講師を招いた
庁内研修

業務能力向上研修

JCへの派遣研修地域活動体験研修

女性職員リーダー研修

職員プレゼンテーション研修

三市合同研修

民間の研修機関等への出張

職員採用5年目研修

自衛隊内生活体験研修（２泊３日）

職員を講師とした2日間の内部研修

民間の研修機関等外部講師を招いた
庁内研修

新任課長研修

研修の状況

研修の名称 研修の内容

キャリアデザイン研修



1 1 1

3 1 3

2 1 2

1 1 1

2 1 2

1 1 1

1 1 1

2 1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 1 2

2 1 2

2 1 2

市町村研修センターへの出張 2 1 2

市町村研修センターへの出張 3 1 3

2 1 2

市町村研修センターへの出張 1 1 1

市町村研修センターへの出張 1 1 1

2 1 2

1 1 1

市町村研修センターへの出張

1 1 1

4 1 4

税務事務(応用/徴収) 市町村研修センターへの出張

自治体の契約事務 市町村研修センターへの出張

管理能力（新任課長） 市町村研修センターへの出張

民法

地方公務員法

折衝力・交渉力強化 市町村研修センターへの出張

クレーム対応 市町村研修センターへの出張

市町村研修センターへの出張

コミュニケーション能力向上

税務事務(応用/
市民税課税）

自治体債権回収

コーチング

市町村研修センターへの出張指導能力

市町村研修センターへの出張

政策形成（中級）

窓口対応マナー 市町村研修センターへの出張

市町村研修センターへの出張

市町村研修センターへの出張

税務事務(基礎/徴収)

税務事務(応用/
固定資産税課税）

地方自治法 市町村研修センターへの出張

市町村研修センターへの出張

市町村研修センターへの出張

リスクマネジメント 市町村研修センターへの出張

オープンデータ・ビックデー
タ・マネジメント

市町村研修センターへの出張

税務事務(基礎/
固定資産税課税)

DX推進基礎

税務事務(基礎/
市民税課税)

市町村研修センターへの出張

市町村研修センターへの出張

問題発見・解決

業務改善手法

自治体法務（解釈・運用） 市町村研修センターへの出張

市町村研修センターへの出張



1 1 1

4 1 4

3 1 3

1 1 1

1 1 1

6 1 6

5 1 5

455 62 455

文章作成能力向上

職員能力開発支援事業 職員の自主学習等を支援

合計

市町村研修センターへの出張

市町村研修センターへの出張

市町村税徴収事務

さっぽろ連携中枢都市圏職員共同研修

使用料等の債権回収

個人のタイムマネジメント 市町村研修センターへの出張

全国市町村アカデミー

後期新規採用職員研修

全国市町村アカデミー

創造性開発



様式第１０号（第２条関係）

299人受診

２　公務災害補償の状況

職員１人あたり5,004円
その他の厚生

災害件数

恵庭市職員福利厚生会へ助成

保健

加入団体 災害の概要

１０．職員の福祉及び利益の保護の状況報告書

１　厚生制度の状況

区分 内容 実施状況

54人受診

地方公務員災害補償基金
北海道支部

1件 ・勤務中の災害

663人受診

脳ドック

2,762千円（総事業費の18％）

定期健康診断

健康相談・指導
（医師・保健師による相談・指導）

757人受診

人間ドック



様式第１１号（第３条関係）

　　　　　　２　複数職員の共同による件数は、職員１人をもって１件とする。

　　　　　　３　同一職員による２以上の異なる区分の件数は、それぞれ１件とする。

　　　　　　４　審理の過程において併合された場合は１件とし、分離された場合はそれぞれ１件とする。

１１．勤務条件に関する措置の要求の状況報告書

６年度要求件数 0件

措　　置　　要　　求　　の　　概　　要

備　考　　１　個々の職員１人をもって１件とする。



様式第１２号（第３条関係）

　　　　　　２　審理の過程において併合された場合は１件とし、分離された場合はそれぞれ１件とする。

１２．不利益処分に関する審査請求の状況報告書

６年度要求件数 0件

措　　置　　要　　求　　の　　概　　要

備　考　　１　個々の職員１人をもって１件とする。


